
議案第８号

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。

令和６年２月２８日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例（令和元年渋

川市条例第１２号）の一部を次のように改正する。

第１条、第２条の見出し及び同条第１項中「及び期末手当」を「、期末手

当及び勤勉手当」に改める。

第１１条第１項中「この条」の次に「及び次条」を加え、同条の次に次の

１条を加える。

（勤勉手当）

第１１条の２ 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期の定めが６月以

上の職員のうち規則で定める者に対し、当該職員の基準日以前における直

近の人事評価の結果及び基準日以前６か月以内の期間における勤務の状況

に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従

って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が

支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎額に１００分の５５を乗じて得

た額の総額を超えてはならない。

３ 前項の勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。

（１） 基準日において時間額で報酬を定める職員（次号に該当する者を

除く。） 基準日以前６か月以内の職員として受けるべき時間額又は月

額で定める報酬の１月当たりの平均額

（２） 基準日において月額で報酬を定める職員 基準日現在において職

員として受けるべき報酬の月額



４ 前条第２項及び第５項の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給に

ついて準用する。

５ 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、

規則で定める。

第１３条の見出し中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、同条中「

期末手当基礎額」の次に「、第１１条の２第２項に規定する勤勉手当の額、

同条第３項に規定する勤勉手当基礎額」を加える。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（渋川市職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条 渋川市職員の給与に関する条例（平成１８年渋川市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。

第３５条中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。

（渋川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第３条 渋川市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年渋川市条例第３

５号）の一部を次のように改正する。

第７条第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２

条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」と

いう。）を除く。）」を削る。

第８条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年

度任用職員」という。）」に改める。

理 由

地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員へ勤勉手当を支給するた

め、所要の改正をしようとするものである。



渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、渋川市職員の給与に関する条例（平成１８年渋川市条 第１条 この条例は、渋川市職員の給与に関する条例（平成１８年渋川市条

例第４８号。以下「常勤職員の給与条例」という。）第３５条の規定に基 例第４８号。以下「常勤職員の給与条例」という。）第３５条の規定に基

づき、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。） づき、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員（以下「職員」と 第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員（以下「職員」と

いう。）の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定 いう。）の報酬、費用弁償及び期末手当 に関し必要な事項を定

めるものとする。 めるものとする。

（報酬、期末手当及び勤勉手当の支払等） （報酬及び期末手当 の支払等）

第２条 報酬、期末手当及び勤勉手当（以下「報酬等」という。）は、現金 第２条 報酬及び期末手当 （以下「報酬等」という。）は、現金

で支払わなければならない。 で支払わなければならない。

２・３ （略） ２・３ （略）

（期末手当） （期末手当）

第１１条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条及び次条にお 第１１条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条 にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する任期の定めが いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する任期の定めが

６月以上の職員のうち規則で定める者に対して、それぞれ基準日の属する ６月以上の職員のうち規則で定める者に対して、それぞれ基準日の属する

月の規則で定める日に支給する。 月の規則で定める日に支給する。

２～６ （略） ２～６ （略）

（勤勉手当）

第１１条の２ 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期の定めが６月以

上の職員のうち規則で定める者に対し、当該職員の基準日以前における直

近の人事評価の結果及び基準日以前６か月以内の期間における勤務の状況

に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従

って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が

支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎額に１００分の５５を乗じて得

た額の総額を超えてはならない。

３ 前項の勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。
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（１） 基準日において時間額で報酬を定める職員（次号に該当する者を

除く。） 基準日以前６か月以内の職員として受けるべき時間額又は月

額で定める報酬の１月当たりの平均額

（２） 基準日において月額で報酬を定める職員 基準日現在において職

員として受けるべき報酬の月額

４ 前条第２項及び第５項の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給に

ついて準用する。

５ 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、

規則で定める。

（期末手当、勤勉手当及び通勤に係る費用弁償の端数計算） （期末手当 及び通勤に係る費用弁償の端数計算）

第１３条 第１１条第３項に規定する期末手当の額、同条第４項に規定する 第１３条 第１１条第３項に規定する期末手当の額、同条第４項に規定する

期末手当基礎額、第１１条の２第２項に規定する勤勉手当の額、同条第３ 期末手当基礎額

項に規定する勤勉手当基礎額又は前条に規定する通勤に係る費用弁償の額 又は前条に規定する通勤に係る費用弁償の額

を算定する場合において、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これ を算定する場合において、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これ

を切り捨てるものとする。 を切り捨てるものとする。
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渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
渋川市職員の給与に関する条例（平成１８年渋川市条例第４８号）の一部改正

（附則第２条関係） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（非常勤の職員の報酬及び費用弁償等） （非常勤の職員の報酬及び費用弁償等）

第３５条 非常勤の職員（定年前再任用短時間勤務職員及び地方公共団体の 第３５条 非常勤の職員（定年前再任用短時間勤務職員及び地方公共団体の

一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第５ 一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第５

条の規定により採用された職員を除く。）の報酬、費用弁償、期末手当及 条の規定により採用された職員を除く。）の報酬、費用弁償及び期末手当

び勤勉手当は、別に条例で定める。 は、別に条例で定める。
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渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
渋川市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年渋川市条例第３５号）の一部改正

（附則第３条関係） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） （育児休業をしている職員の期末手当等の支給）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ 給与条例第３３条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をして ２ 給与条例第３３条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をして

いる職員 いる職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１

項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を

のうち、基準日以前６か月以内の期間において勤務した期間があ 除く。）のうち、基準日以前６か月以内の期間において勤務した期間があ

る職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 る職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） （育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整）

第８条 育児休業をした職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 第８条 育児休業をした職員（会計年度任用職員

第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職

員」という。）を除く。）が職務に復帰した場合において、部内の他の職 を除く。）が職務に復帰した場合において、部内の他の職

員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を１０ 員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を１０

０分の１００以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したも ０分の１００以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したも

のとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の のとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の

昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合 昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合

に準じてその者の号給を調整することができる。 に準じてその者の号給を調整することができる。


